
埼玉県障害者雇用総合サポートセンター

企業支援業務部門 轟 和宏

※｢障害」「障がい」「障碍」の表記については、本資料では法律上の｢障害」で表記します

サポートセンターが提案する

障害者雇用の流れ

令和８年度 ジョブサポーター研修



１ サポートセンターの役割

２ 障害者雇用の進め方

３ イベント、出前企業内研修・勉強会
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内容業務

【障害者雇用の働きかけ】
・障害者雇用開拓員が企業を訪問し障害者雇用制度の仕組み

や助成制度などについて説明し、障害者雇用足がかり

雇用開拓

【企業への個別支援】
・企業を個別に訪問し、障害者雇用について具体的かつ

専門的な助言・提案を行い、採用に向けてのコーディ
ネート

・雇用管理に関する相談、社員向け研修等の実施

企業支援

【ジョブコーチの派遣】
・障害者が職場に適応できるよう一定期間職場にジョブコー

チが入り障害者の支援と助言を実施

【支援機関との協働定着支援】
・地域の支援機関と協働して安定した職場定着を支援

定着支援

＜ 障害者雇用総合サポートセンターの３つの部門 ＞

１．サポートセンターの役割

埼玉県障害者雇用総合サポートセンター 企業支援業務部門 3



「障害者雇用を企業の力に」
１．企業価値の向上

障害者雇用がもたらす雇用管理や業務の改善などを通じて

企業価値を向上させる

２．障害者雇用の「質」の向上
法定雇用率の達成にとどまらず、障害のある従業員のQOL

にもつながる障害者雇用の「質」を向上させる

３．社会資源との連携による障害者雇用の拡充

と安定化
地域の就労支援機関をはじめとした多様な資源との連携に

より障害者雇用の拡充と安定を図る

１．サポートセンターの役割
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＜ 企業支援業務部門の４つの事業活動 ＞

１．雇用の場の創出（企業への支援）
企業を個別に訪問し、障害者雇用について専門的な

助言や提案を行い、円滑な雇用を支援

また、障害者を雇用している企業の見学会や、

障害者雇用の理解を深めるセミナーなども開催

① 企業経験者のアドバイザーが、企業に対し障害者

雇用のへ具体的な提案やアドバイス

② 精神障害者雇用アドバイザー＆精神保健福祉士に

よるチーム定着支援

③ 障害者雇用チャレンジ推進員

（職場実習のコーディネート）
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２．就労のコーディネート
市町村就労支援センターなどの就労支援機関を利用

している障害者が、円滑に就労に結びつくよう、側面

から支援

① 就労支援機関の支援員や障害者への側面的支援

（職場見学・雇用体験、支援者会議 等）

② 障害者就労支援センター等連絡協議会他、

関連会議へ参加（全体・地域）

＜ 県内の主な支援機関 ＞
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３．企業ネットワークの構築と運営
障害者雇用に理解のある企業のネットワークを作り、

障害者雇用の課題や対応方法などの情報を共有化

する情報交換会を開催

① 障害者雇用に理解ある企業の拡大と推進

② 企業情報交換会、特例子会社等連絡会、研究会

等の開催

４．相談

企業からの雇用相談、就労支援機関や障害者等から

の就労相談に対応いたします。
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２．障害者雇用の進め方



採用から定着までの流れ

出前企業内研修・勉強会の実施
（現場社員受け入れ体制準備）
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２．障害者雇用の進め方
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仕事の切出し・創出

２．障害者雇用の進め方
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切出し・創出の支援ツール

２．障害者雇用の進め方
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＜ 短期雇用体験 ＞ 短期雇用体験は、障害者雇用の経

験が少ない事業主の方に、短期間

の雇用体験を通して障害者雇用を

理解していただくことを目的にし

ています

事業主の不安や疑問に答えます

・障害者にやってもらえる仕事はなに

・どこまで仕事ができるの 等々

体験に際して

・体験後、採用の必要はありません

・傷害、賠償責任保険は当センターで加入

※県内本社の県内事業所が対象

２．障害者雇用の進め方
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３．イベント情報・出前企業内研修・勉強会
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精神保健福祉士や専門スタッフ

による研修や勉強会

（出前研修）

障害者の雇用を進めるにあたり、

障害特性をはじめ、

障害者雇用に関する研修や勉強会を

企業まで出向いて実施しています。

参加人数は、1名以上

採用の検討段階～採用後まで

希望の内容に応じて、

カスタマイズいたします。

３．イベント情報・出前企業内研修・勉強会
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ご清聴

ありがとう

ございました

埼玉県マスコット（コバトン）


